
議案第３８号 

 

   木津川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改 

正について 

 

 木津川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年木津川

市条例第４０号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 

  令和５年８月３１日提出 

 

                         木津川市長 谷口 雄一 

 

 

 

 

 

   提案理由 

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一

部を改正する法律（令和５年法律第４８号）」が公布されたこと及び「全世代対応型

の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律（令和３年法律

第６６号）」が公布されたことに伴い、所要の改正を行うものです。 

 



木津川市条例第   号 

 

木津川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例（案） 

 

 

 



木津川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年木津川市条例第４０号）の一部を次のように改正す

る。 

 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

別表第１（第４条関係） 

機関 事務 

（略） 

４ 市長 木津川市福祉医療費の支給に関する条例

（平成１９年木津川市条例第１２０号）に

よる福祉医療費の支給に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

５ 市長 木津川市老人医療費の支給に関する条例

（平成１９年木津川市条例第１２１号）に

よる老人医療費の支給に関する事務であっ 

別表第１（第４条関係） 

機関 事務 

（略） 
 



 て規則で定めるもの 

６ 市長 木津川市子育て支援医療費の支給に関する

条例（平成１９年木津川市条例第１２２号）

による子育て支援医療費の支給に関する事

務であって規則で定めるもの 

７ 市長 木津川市重度心身障害老人健康管理事業実

施要綱（平成１９年木津川市告示第５６号）

による重度心身障害老人健康管理事業に関

する事務であって規則で定めるもの 

８ 市長 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

に準じ、生活に困窮する外国人に対して行

う保護の決定及び実施、就労自立給付金若

しくは進学準備給付金の支給、被保護者健

康管理支援事業の実施、保護に要する費用

の返還又は徴収金の徴収に関する事務であ

って規則で定めるもの 
 



別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

（略） 

３ 市長 生活保護法による保

護の決定及び実施、

就労自立給付金の支

給、保護に要する費

用の返還又は徴収金

の徴収に関する事務

であって規則で定め

るもの 

国民年金法（昭和３４

年法律第１４１号）、

私立学校教職員共済

法（昭和２８年法律第

２４５号）、厚生年金

保険法（昭和２９年法

律第１１５号）、国家

公務員共済組合法（昭

和３３年法律第１２８

号）又は地方公務員等

共済組合法（昭和３７

年法律第１５２号）に

よる年金である給付の

別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

（略） 

３ 市長 生活保護法（昭和２

５年法律第１４４

号）による保護の決

定及び実施、就労自

立給付金の支給、保

護に要する費用の返

還又は徴収金の徴収

に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

国民年金法（昭和３４

年法律第１４１号）、

私立学校教職員共済

法（昭和２８年法律第

２４５号）、厚生年金

保険法（昭和２９年法

律第１１５号）、国家

公務員共済組合法（昭

和３３年法律第１２８

号）又は地方公務員等

共済組合法（昭和３７

年法律第１５２号）に

よる年金である給付の



支給又は保険料の徴

収に関する情報（以下

「年金給付関係情報」

という。）、健康保険

法（大正１１年法律第

７０号）、船員保険法

（昭和１４年法律第

７３号）、私立学校教

職員共済法、国家公務

員共済組合法、国民健

康保険法（昭和３３年

法律第１９２号）、地

方公務員等共済組合

法又は高齢者の医療

の確保に関する法律

（昭和５７年法律第

８０号）による医療に

支給又は保険料の徴

収に関する情報（以下

「年金給付関係情報」

という。）、健康保険

法（大正１１年法律第

７０号）、船員保険法

（昭和１４年法律第

７３号）、私立学校教

職員共済法、国家公務

員共済組合法、国民健

康保険法（昭和３３年

法律第１９２号）、地

方公務員等共済組合

法又は高齢者の医療

の確保に関する法律

（昭和５７年法律第

８０号）による医療に



関する給付の支給又は

保険料の徴収に関する

情報（以下「医療保険

給付関係情報」とい

う。）及び介護保険法

（平成９年法律第１

２３号）による保険給

付の支給、地域支援事

業の実施若しくは保険

料の徴収に関する情報

（以下「介護保険給付

等関係情報」という。）

及び住民票関係情報

であって規則で定める

もの 

（略） 

関する給付の支給又

は保険料の徴収に関

する情報（以下「医療

保険給付関係情報」と

いう。）及び介護保険

法（平成９年法律第１

２３号）による保険給

付の支給、地域支援事

業の実施若しくは保険

料の徴収に関する情報

（以下「介護保険給付

等関係情報」という。）

及び住民票関係情報

であって規則で定める

もの 

（略） 

 



９ 市長 木津川市福祉医療費

の支給に関する条例

による福祉医療費の

支給に関する事務で

あって規則で定める

もの 

身体障害者福祉法に

よる身体障害者手帳

及び精神保健及び精

神障害者福祉に関す

る法律による精神障害

者保健福祉手帳に関

する情報（以下「障害

者関係情報」という。）、

療育手帳の交付に関

する規則（平成１２年

京都府規則第１０号）

による療育手帳に関す

る情報（以下「療育関

係情報」という。）、

地方税関係情報、住民

票関係情報、生活保護

関係情報並びに医療

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



保険給付関係情報で

あって規則で定めるも

の 

１０ 市長 木津川市老人医療費

の支給に関する条例

による老人医療費の

支給に関する事務で

あって規則で定める

もの 

地方税関係情報、住民

票関係情報、生活保護

関係情報及び医療保

険給付関係情報であ

って規則で定めるもの 

１１ 市長 木津川市子育て支援

医療費の支給に関す

る条例による子育て

支援医療費の支給に

関する事務であって

規則で定めるもの 

 

住民票関係情報、生活

保護関係情報及び医

療保険給付関係情報 

であって規則で定める

もの 



１２ 市長 木津川市重度心身障

害老人健康管理事業

実施要綱による重度

心身障害老人健康管

理事業に関する事務

であって規則で定め

るもの 

地方税関係情報、住民

票関係情報、生活保護

関係情報、医療保険給

付関係情報、障害者関

係情報及び療育関係

情報であって規則で定

めるもの 

１３ 市長 生活に困窮する外国

人に対する生活保護

法に準じて行う保護

の決定及び実施又は

徴収金の徴収に関す

る事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報、母子

保健法（昭和４０年法

律第１４１号）による

養育医療の給付若し

くは養育医療に要す

る費用の支給に関す

る情報、児童手当法

（昭和４６年法律第

７３号）による児童手

当若しくは特例給付



の支給に関する情報、

介護保険給付等関係

情報又は障害者関係

情報及び障害者の日

常生活及び社会生活

を総合的に支援する

ための法律による自立

支援給付の支給に関

する情報であって規則

で定めるもの 
 

  

 

   附 則  

この条例は、公布の日から施行する。 



  年 月 日 
政策等の形成過程の説明資料 

  年 月 日 

議 案 名 
議案第３８号 木津川市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例の一部改正について 

担 当 課 国保年金課 医療係 

 
提案事項の概要等 
（必要性、効果等） 

 
 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）
が令和５年６月９日に公布され、令和６年秋（公布の日から１年
６月以内の政令で定める日）に健康保険証が原則廃止され、マイ
ナンバーカードに一本化されることとなります。 
福祉医療（老人医療・障害児（者）医療・ひとり親医療・子育

て支援医療・重障老人健康管理事業）の受給資格認定時には健康
保険情報の確認が必要であることから、健康保険証の廃止後に個
人番号の利用による保険情報の確認が行えるよう、個人番号の利
用について、福祉医療に関する規定を追加するものです。 
併せて、受給資格審査に必要な所得情報についての規定も加

え、受給者の認定申請手続きの利便性向上を図ります。 

提案に至るまでの経緯 

・課内・関係部署と協議・検討を行い、改正案を策定 
 

市 民 参 加 の 状 況 

□有  ■無 

 

市総合計画の位置付け 

基 本 方 針 
２ 誰もが生き生きと、生涯元気で暮らせるまちづ
くり 

政 策 分 野 ３ 健康 

施 策 
② 福祉医療 
ア．安心医療の推進 

概 算 事 業 費 
( 単 位 : 千 円 ) 

□単年度（令和 年度） 
□複数年度（  年度） 

 

将来にわたる効果及び
経費の状況 

条例整備後、個人情報保護委員会に情報連携についての届出が
必要となります。届出後、結果通知・届出事項の公表等を経て、
約８月後に情報連携が開始できる予定です。 
情報連携が開始した後は、福祉医療の申請時に保険証・課税証

明書等の提示が不要となるため、市民の利便性が向上します。 
システムについては設定変更のみで対応できるため、情報連携

についての費用は発生しません。 

 



  年 月 日 
政策等の形成過程の説明資料 

  年 月 日 

議 案 名 
議案第３８号 木津川市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例の一部改正について 

担 当 課 くらしサポート課 保護係 

 
提案事項の概要等 
（必要性、効果等） 

 
 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律（以下「番号法」という。）第９条第２項で定める
事務（独自利用事務）について、生活に困窮する外国人に対する
生活保護に準じた外国人の保護に関する事務を追加することに
より、令和６年３月から実施される医療扶助におけるオンライン
資格確認及び被保護者健康管理支援事業に関する情報収集等へ
の対応を図るものです。 
なお、日本国籍を有する方については、番号法に基づき情報収

集等を行うものです。 

提案に至るまでの経緯 

・課内・関係部署と協議・検討を行い、改正案を策定 
 

市 民 参 加 の 状 況 

□有  ■無 

 

市総合計画の位置付け 

基 本 方 針 
２ 誰もが生き生きと、生涯元気で暮らせるまちづ
くり 

政 策 分 野 ４ 福祉 

施 策 
① 地域福祉 
ウ．生活保護受給者、生活困窮者への自立支援 

概 算 事 業 費 
( 単 位 : 千 円 ) 

□単年度（令和 年度） 
□複数年度（  年度） 

 

将来にわたる効果及び
経費の状況 

現在は、福祉事務所が発行する医療券により医療機関において
生活保護受給者であることの資格確認を行っていますが、個人番
号によるオンライン資格確認が導入されると、マイナンバーカー
ドのみで資格確認が可能となるため、医療券を発行する必要がな
くなるものです。なお、医療券による対応も継続予定です。 
令和５年８月１日現在で外国人受給者は１５世帯１８人であ

り、今後、すべての受給者が医療扶助におけるオンライン資格確
認及び被保護者健康管理支援事業に関する情報収集等の対象と
なるものです。 

 


